
大和市下水道条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２５年３月２９日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市規則第４４号 

大和市下水道条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市下水道条例施行規則（平成７年大和市規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「第３条第３号」を「第５条第３号」に改める。 

第５条第１項中「第４条第１項本文」を「第６条第１項本文」に改め、同項第５号中「工事見積

書」の次に「（大和市水洗便所改造資金助成条例（昭和４４年大和市条例第８号）の規定による助成

を受けるものに限る。）」を加え、同条第２項中「第４条第１項ただし書」を「第６条第１項ただし

書」に改め、同条第３項中「第４条第２項本文」を「第６条第１項本文」に改め、同条第４項中「第

４条第２項ただし書」を「第６条第２項ただし書」に改める。 

第７条第１項中「第６条前段」を「第８条前段」に改め、同条第２項中「第６条」を「第８条」

に改め、同条第３項中「第６条後段」を「第８条後段」に改め、同条第４項中「第６条前段」を「第

８条前段」に、「を受けた」を「に合格した」に改める。 

第８条中「第７条」を「第９条」に改める。 

第９条中「第８条第３項」を「第１０条第３項」に改める。 

第１０条第１項中「第９条第１項本文」を「第１１条第１項本文」に改め、同条第３項中「第９

条第１項ただし書」を「第１１条第１項ただし書」に改め、同条第４項中「第９条第２項」を「第

１１条第２項」に改め、同条第５項中「第９条第３項」を「第１１条第３項」に改め、同条第６項

中「第９条第４項」を「第１１条第４項」に改める。 

第１１条中「第１０条」を「第１２条」に改める。 

第１２条第１項中「第１３条」を「第１５条」に改める。 

第１４条第１項中「第１５条の３第１項第１号ただし書」を「第１９条第１項第１号ただし書」

に改め、同条第３項中「第１５条の３第１項第２号」を「第１９条第１項第２号」に改める。 

第１５条中「第１７条」を「第２１条」に改める。 

第１６条第１項中「第１９条」を「第２３条」に改め、同項第１号中「第１９条第１号」を「第

２３条第１号」に改め、同項第２号中「第１９条第２号」を「第２３条第２号」に改め、同条第３

項中「第１９条」を「第２３条」に改める。 

第１７条中「第２０条」を「第２４条」に改める。 



第１８条第１項及び第３項中「第２１条各項」を「第２５条各項」に改める。 

第１９条第１項及び第３項中「第２３条第１項本文」を「第２７条第１項本文」に改める。 

第２０条中「第２５条本文」を「第２９条本文」に改める。 

第２２条中「別表」を「別表第３」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 


